
令和３年度 財政援助団体等監査（監査対象：一般財団法人神戸住環境整備公社（旧神戸すまいまち

づくり公社）） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

(1) 指摘事項 

ア 法令、定款等に基づき理事会が適正に

決議するべきもの 

(ア) 業務の適正を確保するための体制 

一般法第 197条により準用する同法第 90

条第 5 項により、大規模一般財団法人にお

いて理事会は同条第 4 項第 5 号の「理事の

職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制その他一般社団法人

の業務の適正を確保するために必要なもの

として法務省令で定める体制（以下「業務

の適正を確保するための体制」という。）の

整備」を決定しなければならないこととさ

れている。そして、公社は令和 2 年度末の

貸借対照表の負債の部に計上した額の合計

額が 200 億円以上であることから一般法第

2 条第 3 項により大規模一般財団法人にあ

たるため、公社の理事会は業務の適正を確

保するための体制の整備を決定しなければ

ならない。 

理事会において決定するべき業務の適正

を確保するための体制は、一般財団法人及

び一般財団法人に関する法律施行規則（以

下「法務省令」という。）第 62 条により準

用する法務省令第 14 条により次のとおり

とされる。 

＜法務省令＞ 

(理事会設置一般社団法人の業務の適正を

確保するための体制) 

第十四条 法第九十条第四項第五号に規定

する法務省令で定める体制は、次に掲げる

体制とする。 

一 理事の職務の執行に係る情報の保存及

び管理に関する体制 

二 損失の危険の管理に関する規程その他

の体制 

三 理事の職務の執行が効率的に行われる

ことを確保するための体制 

四 使用人の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制 

五 監事がその職務を補助すべき使用人を

置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項 

六 前号の使用人の理事からの独立性に関

する事項 

七 監事の第五号の使用人に対する指示の

  

 

 

法に規定する項目に合わせて、令和４

年６月15日開催の令和４年度第４回理事

会において決議した。 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

実効性の確保に関する事項 

八 理事及び使用人が監事に報告をするた

めの体制その他の監事への報告に関する

体制 

九 前号の報告をした者が当該報告をした

ことを理由として不利な取扱いを受けな

いことを確保するための体制 

十 監事の職務の執行について生ずる費用

の前払又は償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用又は債務の処

理に係る方針に関する事項 

十一 その他監事の監査が実効的に行われ

ることを確保するための体制 

法務省令第 14条第 7号、第 9号及び第 10

号は平成 27 年の改正により新設されたも

のである。 

公社では、上記４(5)のとおり業務の適正

を確保するための体制の基本方針（内部統

制システムに関する基本方針）を平成 25 年

6 月理事会で決定しているが、平成 25 年の

決定以降に基本方針の見直しは行っておら

ず、新設された規定に基づく体制の整備に

ついて理事会で決定していない。 

平成 27 年に新設されたものについて適

正に理事会で決定し、業務の適正を確保す

るための体制の整備をするべきである。 

また、基本方針については、法令改正な

どの諸事情を踏まえ、理事会において十分

議論のうえ、適宜見直しが行われるよう努

められたい。 

 
(イ) 事業報告 

事業報告については、一般法第 199 条に

より準用する同法第 123 条第 2 項により作

成しなければならず、同法第 124 条により

理事会の承認を受けなければならないこと

とされている。そして、事業報告の内容に

ついては、法務省令第 64条により準用する

同令第 34 条第 2 項において、「当該一般財

団法人の状況に関する重要な事項(計算書

類及びその附属明細書の内容となる事項を

除く。)」（第 1 号）及び「法第百九十七条

において準用する法第九十条第四項第五号

に規定する体制の整備についての決定又は

決議があるときは、その決定又は決議の内

 令和４年６月15日開催の令和４年度第

４回理事会において、事業報告の中に盛

り込み、承認を得た。 

措置済 
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容の概要及び当該体制の運用状況の概要」

（第 2号）と定められている。 

上記(ア)のとおり、公社の理事会は業務

の適正を確保するための体制の整備を決定

しなければならず、その基本方針を平成 25

年 6 月理事会で決定して運用しているが、

公社の理事会の議案を確認したところ、事

業報告については法務省令第 34 条第 2 項

第 1 号に関するもののみで、同項第 2 号に

関するものについては作成しておらず、理

事会の承認を受けていなかった。 

法令に基づき、適正に事業報告を作成し

理事会の承認を得るべきである。 

 

コ 指定管理施設の備品の管理を適正に行

うべきもの 

 (イ) 神戸市立こうべまちづくり会館 

神戸市立こうべまちづくり会館のギャラ

リーで物品管理簿と備品の一部を照合した

ところ、次のような事例があった。 

Ａ 物品管理簿に備品の記載がなく、備品

には備品番号票を貼付しているが備品

番号の記載がない事例（カウンター） 

Ｂ 物品管理簿の備品番号と備品番号票

の備品番号との照合ができず、物品の特

定が困難な事例（机、椅子、花台） 

神戸市立まちづくり会館の管理運営業務

ついての協定書により、備品の管理につい

ては「指定管理者が管理する市の所有に属

する物品については、市物品会計規則及び

関係例規に基づいて管理等を行うものとす

る。」とされている。そして、神戸市物品会

計規則第 8 条により「物品管理者は，物品

の受領又は交付の都度，物品管理員をして

物品管理簿に記載させなければならない。」

とされ、同規則第 10 条により「物品管理者

は、その使用中の備品に備品番号票を付け

て整理しなければならない。」とされてい

る。 

協定書に基づき、備品の管理を適正に行

うべきである。 

また、神戸市所管局は、備品の現状を正

確に記録した物品管理簿を整備し、神戸市

 

 

指定管理者とともに、令和４年８月中

に施設内の備品の確認作業を行い、備品

の現状を正確に記録した物品管理簿の整

備を完了した。 

また今後も、引き続き適正な備品管理

を行うよう公社に指導を行った。 
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物品会計規則等に基づき適正に備品を管理

するよう指定管理者である公社を指導する

べきである。 

 

 


